
 第４９号議案

  品川区立在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例

 上記の議案を提出する。

  平成３０年６月２８日

                   品川区長  濱  野   健  

   品川区立在宅サービスセンター条例の一部を改正する条例

 品川区立在宅サービスセンター条例（平成３年品川区条例第１６号）の一部

を次のように改正する。

 別表第１品川区立戸越台在宅サービスセンターの項中「品川区戸越一丁目１

５番２３号」を「品川区東中延一丁目５番７号」に改める。

   付 則

 この条例は、平成３０年８月１日から施行する。

 （説明）戸越台在宅サービスセンターの所在地を変更する必要がある。


